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我が国における健康づくり運動



• 健康日本21の開始、健康増進法施行などにより基本的な法制度の整備・枠組みの構築が進み、健康づくり
に対する機運の醸成などに貢献。

• 健康日本21（第一次）では、「一次予防の重視」等を基本方針とし、健康日本21（第二次）では、「健康
寿命の延伸と健康格差の縮小」を最終的な目標とし、国民の健康づくりを推進。

• 「持続可能な達成目標（SDGｓ）」においても「すべての人に健康と福祉を」が目標の1つとされており、
国際的にも健康づくりの重要性がより認識。

• 自治体においては、健康増進事業に加え、介護保険制度、医療保険制度、生活保護制度など各分野におい
て健康づくりの取組を推進。加えて、自治体だけでなく、保険者、企業等による健康づくりの広まり。

• こうした各種対の取組を通じて、健康寿命は着実に延伸。

• 直近では、ICTの発展、データヘルス改革の進展、スマホ等の普及に伴い、健康づくり分野においても最
新のテクノロジーを活用する動き。

• 「健康寿命延伸プラン」においては、「自然に健康になれる環境づくり」や「行動変容を促す仕掛け」な
ど新たな手法も活用して健康寿命延伸に向けた取組を進めることとされている。

• 健康日本21（第二次）においても健康格差の縮小が目標とされているが、新型コロナウイルス感染症を機
に、格差が拡大しているとの指摘もある。

20年間の評価のまとめ

健康日本21（第二次）の評価と課題



【プランの在り方】

• 次期プランとして打ち出すビジョン

• 次期プランの計画期間。それと併せた、中間評価及び最終評価の時期

• 次期プランにおける主目標及び「基本的な方向」

• 他計画との整合性・調和・連携

【指標】

• 指標、データソースの設定、モニタリングの在り方

• 中間評価及び最終評価における指標の評価方法

• 指標の設定にとどまらない、目標達成のための方策

【自治体による取組】

• 自治体において、住民に対して、効果的に介入する体制。自治体内の各部門の連携を深める方策

• 都道府県と市町村の役割分担。都道府県が司令塔として、より機能するための方策

【その他】

• データを利活用してより効果的に住民の行動変容を促すための方策

• 住民や健康づくりに携わる職員に対して、エビデンスや最新の知見を伝えるための情報発信・職員の人材育成方法

• 健康づくり分野におけるコミュニティの力をより向上させるための方策

• 社会環境整備等を通じ、健康無関心層を含めた健康づくり施策を更に進めていくための方策

• 性差や年齢等も加味した健康づくり施策

• 健康格差縮小を進めるための方策

• 新型コロナウイルス感染症拡大による生活習慣の変化等を踏まえた健康づくり施策

次期プランに向けた課題

健康日本21（第三次）の全体像



健康日本21（第三次）の概念図



健康日本21（第三次）の新たな視点



健康日本21（第三次）における取り組み分野・領域



健康日本21（第三次）における取り組み分野・領域



主な目標



運動期間中のスケジュール



（参考）健康増進法に基づく基本方針と健康増進計画



健康ちば２１（第3次）の基本的な考え方（案）

健康日本21（第三次）での変更点を踏まえ、これまでの計画をもとに、新たに加えら
れた考え方を盛り込んで計画を策定します。

・社会環境の質の向上
・ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

すべての県民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現に向け、誰一人取り
残さない健康づくりの展開と、より実効性を持つ取組を推進し、県民の健康増進の総合的
な推進を図る。

（１）健康寿命の延伸 （２）健康格差の縮小

令和6年度から令和17年度までの12年間
6年後（令和11年度）を目途に中間評価
10年後（令和15年度）を目途に最終評価

基本的な方針

総 合 目 標

計 画 の 期 間

計画の方向性

現計画から
引き続きの目標
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